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「
公
務
」
に
関
す
る
討
議
の
記
録

 

こ
の
討
議
の
記
録
は
、
「
公
務
」
の
定
義
に
つ
い
て
の
交
渉
の
過
程
に
お
い
て
日
本
国
の
自
衛
隊
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
軍
隊
と

の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
協

定
」
と
い
う
。
）
の
両
締
約
国
間
で
討
議
さ
れ
た
事
項
を
記
録
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
討
議
の
記
録
は
、

法
的
拘
束
力
を
有
さ
ず
、
ま
た
、
両
締
約
国
の
国
内
法
令
の
適
用
範
囲
及
び
協
定
に
基
づ
い
て
生
じ
、
又
は
協
定
か
ら
独
立
し

 

て
存
在
す
る
国
際
法
上
の
義
務
の
適
用
範
囲
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。

協
定
に
つ
い
て
の
合
意
さ
れ
た
議
事
録
の
１
の
規
定
に
関
し
、
両
締
約
国
は
、
協
定
の
適
用
上
、
「
公
務
」
と
は
、
訪
問
部

隊
の
構
成
員
又
は
文
民
構
成
員
の
作
為
又
は
不
作
為
に
つ
い
て
、
法
令
、
規
則
、
上
官
の
命
令
又
は
防
衛
隊
の
慣
習
に
よ
っ
て

 

要
求
さ
れ
、
又
は
権
限
付
け
ら
れ
る
全
て
の
任
務
又
は
役
務
を
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

二
千
二
十
四
年
七
月
八
日
に
マ
ニ
ラ
で

（
仮
訳
）


